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日
本
専
門
医
機
構
が
２９
年
度
か

ら
開
始
す
る
予
定
の
新
専
門
医
制

社 会 医学 系専 F,写 |

専
門
医
制
度
創
設
に
向
け
関
係
６
学
会
と
４
団
体
が
提
言

２
年
後
の
創
設
目
指
し
シ
ス
テ
ム
構
築

ヘ

日
本
公
衆
衛
生
学
会
、

全
国
保
健
所
長
会
な
ど
公
衆
衛
生
に
関
わ
る
６
学
会
と
４
団
体
は
６
月

５
日
、

社
会
医
学
領
政
の
新
た
な
専
門
医
制
度
の
創
設
に
向
け
て
、

基
本
的
な
考
え
方
を
盛
り

込
ん
だ
提
言
を
ま
と
め
た
。

基
礎
的
能
力
と
し
て
、

国
民
の
健
康

（公
衆
衛
生
）
と
公
共
の
利

益
に
資
す
る
解
決
方
策
の
提
案
能
力
が
求
め
ら
れ
る
と
し
、

専
門
性
を
発
揮
し
て
活
耀
す
る
領

域
に
は
、

保
健
　
医
療
　
福
祉
　
環
境
行
政
に
携
わ
る
人
材
、

組
織
管
理
や
情
報
管
理
を
担
う

人
材
な
ど
を
示
し
た
。

今
後
は
厚
生
労
働
省
の
地
域
保
健
総
合
推
進
事
業
で
７
月
頃
に
検
討
会

を
立
ち
上
げ
、

制
度
設
計
の
検
討
を
進
め
る
。

平
成
２９
年
度
に
日
本
専
門
医
機
構
で
の
新
た
な

専
門
医
の
養
成
が
始
ま
る
の
に
あ
わ
せ
、
２
年
後
を
日
途
に
制
度
を
開
始
し
た
い
考
え
で
あ
る
。

度
の
１９
の
基
本
領
政
は
す
べ
て
臨
　
　
長
会
、

地
方
衛
生
研
究
所
全
国
協

床
系
で
、

社
会
医
学
系
の
専
門
領
　
　
議
会
、

全
国
衛
生
部
長
会
、

今
回

域
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

専
門
医
　
　
機
関
衛
生
学
公
衆
衛
生
学
教
育
協

の
養
成
が
臨
床
系
に
特
化
す
る
こ
　
　
議
会
の
計
１０
団
体
．
５
日
の
会
見

と
で
、

臨
床
医
と
比
べ
て

一
般
に
　
　
で
提
言

（５
頁
）
を
公
表
し
た
。

は
見
え
に
く
い
社
会
医
学
系
で
は
　
　
　
全
国
衛
生
部
長
会
の
坂
元
昇
副

今
後
さ
ら
に
医
師
の
確
保
が
困
難
　
　
ベム
長

（川
崎
市
健
康
福
祉
局
医
務

に
な
る
と
の
危
機
感
か
ら
、

今
年
　
　
監
）
は
会
見
で
、

「
社
会
と
医
療

４
月
に
関
係
学
会
　
行
政
団
体
が
　
　
を

つ
な
ぐ
制
度
が
な
い
と

い
う
こ

集
ま
り
、

検
討
を
重
ね
た
，　
　
　
　
と
を
踏
ま
え
、

安
心
　
安
全
な
医

参
集
し
た
の
は
、
日
本
衛
４‐‐
学
　
　
療
、

予
防
、

企
業
で
労
働
者
が
安

会
、
日
本
産
業
衛
生
学
会
、

日
本
　
　
全
に
働
け
る
環
境
の
整
備
、

大
学

公
衆
衛
生
学
会
、

日
本
疫
学
会
、

　

　

や
研
究
機
関
の
人
材
養
成
を
ひ
っ

日
本
医
療
　
病
院
管
理
学
会
、

日
　
　
く
る
め
て
、

社
会
医
学
系
の
キ
ャ

本
医
療
情
報
学
会
、

全
国
保
健
所
　
　
リ
ア
パ
ス
の
仕
組
み
を
国
民
に
見

C

え
る
か
た
ち
で
つ
く

っ
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
、

社
会
医
学
領
城
の

専
門
医
制
度
の
必
要
性
を
訴
え
た
．

ま
た
、

同
日
の
全
国
衛
生
部
長

会
総
会
で
、

同
制
度
を
積
極
的
に

支
援
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
こ

と
を
報
告
し
、

「市
民
に
接
す
る

最
前
線
に
位
置
す
る
地
方
行
政
と

し
て
も
、

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
、

資
格

を
市
民
に
見
え
る
も
の
と
し
て
つ

く

っ
て

い
き
た

い
と
思

っ
て
い

る
」
と
述
べ
た
。

口
基
礎
的
能
力
や
領
域
を
提
言

提
言
で
は
、

社
会
医
学
を
担
う

上
で
専
門
性
を
維
持

・
向
上
さ
せ

る
た
め
に

「臨
床
専
門
医
制
度
１９

領
政
と
は

一
部
共
通
点
を
有
す
る

も
の
の
、

独
自
の
評
価
　
向
上
シ

ス
テ
ム
を
も

っ
て
、

社
会
医
学
領

域
の
専
門
医
制
度
を
構
築
す
る
べ

き
で
あ
る
」
と
強
調
し
て
い
る
「

社
会
医
学
系
専
門
医
に
求
め
ら

れ
る
基
礎
的
能
力
と
し
て
は
、

分

析
評
価
能
力
、

マ
本
ジ
メ
ン
ト

付
理
能
力
な
ど
と
と
も
に
、

「
回

民
の
健
康

（公
衆
衛
生
）
お
よ
び

公
共
の
利
益
に
資
す
る
解
決
方
☆

の
提
案
能
力
」
を
示
し
て
い
る
．

全国衛生部長会の坂元氏らが会見
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そ
の
上
で
、
さ
ら
に
領
域
固
有
の

専
門
性
を
発
揮
し
て
活
躍
す
る
領

域
に
は
、

地
域
や
国
の
保
健

・
医

療

・
福
祉

・
環
境
行
政
に
携
わ
る

人
材
、

保
健

。
医
療

・
福
祉
等
の

●組
織
管
理
や
質

・
安
全
の
管
理
、

情
報
管
理
を
担
う
人
材
、

そ
れ
ら

の
評
価
や
政
策
づ
く
り
に
携
わ
る

人
材
な
ど
を
あ
げ
た
。

制
度
化
に
向
け
た
検
討
項
目
案

●

は
①
能
力
体
系
の
明
確
化
②
人
材

育
成
シ
ス
テ
ム
の
強
化
③
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
の
情
報
発
信
④
専
門
医
制

度
に
お
け
る
共
通
基
盤
と
専
門
分

笹
③
中
長
期
を
臨
む
計
画

・
実
行

と
専
門
医
制
度
の
社
会
的
貢
献
―

を
柱
に
据
え
て
い
る
。

関
係
学
会
等
は
今
後
、

検
討
会

を
立
ち
上
げ
、

検
討
項
目
に
沿

っ

て
具
体
的
な
制
度
設
計
の
作
業
に

着
手
す
る
。
日
本
公
衆
術
生
学
会

担
当
理
事
で
日
本
医
療

・
病
院
管

理
学
会
担
当
理
事
の
今
中
雄

一
氏

（京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科

社
会
健
康
医
学
系
専
攻
医
療
経
済

学
分
野
教
授
）
は

「社
会
医
学
領

域
の
専
門
医
に
必
要
な
能
力
を
明

確
に
し
、

人
材
育
成
の
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
べ
き
で
あ
り
、
２
年
後

を
目
途
に
ス
タ
ー
ト
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
」
と
述
べ
た
。

検
討
会
で
は
、

社
会
医
学
系
専

門
医
を

「国
の
認
定
制
度
」
と
す

る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
お
り
、

坂
元
氏
は

「
日
本
専
門
医
機
構
の

２０
番
目
の
領
域
と
す
る
こ
と
の

一

方
、

国
の
認
定
制
度
と
す
る
か
ど

う
か
は
今
後
検
討
を
進
め
た
い
。

機
構
と
の
話
し
合

い
も
続
け
な
が

ら
検
討
し
て
い
く
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、

社
会
医
学
系
専
門
医
の

制
度
は
２
階
建
て
と
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
専
門
医

機
構
が
行
う
専
門
医
の
仕
組
み
は

基
本
診
療
領
城
の
上
に
、

サ
ブ
ス

ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
領
域
の
専
門
医
を

取
得
す
る
も
の
。
こ
れ
と
同
様
の

仕
組
み
と
し
、
１
階
を
社
会
医
学

領
城
共
通
の
基
盤
部
分
、
２
階
を

公
衆
術
生
や
産
業
術
生
な
ど
の
各

サ
プ
ス
ペ
シ
ャ
リ
テ
ィ
と
す
る
。

口
他
職
種
の
制
度
も
検
討
の
意
向

会
見
で
は
、

医
師
と
並
行
し
て

社
会
医
学
領
域
に
携
わ
る
他
の
職

種
を
カ
バ
ー
す
る
資
格
制
度
を
検

討
す
る
考
え
も
示
さ
れ
た
。

坂
元
氏
は

「社
会
医
学
領
域
の

コ
ア
を
設
け
る
き

っ
か
け
と
な
る

の
が
専
門
医
の
創
設
。
ま
ず
は
コ

ア
と
し
て
の
医
師
で
制
度
を
先
行

さ
せ
る
」
と
し
た
上
で
、

「
医
師

以
外
の
職
種
を
排
除
す
る
こ
と
は

な
い
」
と
述
べ
、

社
会
医
学
領
域

に
お
け
る
保
健
師
や
看
護
師
な
ど

他
職
種
の
制
度
も
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
た
。

社会医学系の専門医の制度化に向けての全国協n(検 討項目表)

下記の5つ の柱を立ち上げ、社会医学系の専門医制度を確立し、中長期的に推進し、
良い意味での体系化、社会的貢献 普 及を推進する。

○ 能 力体系の明確化
能力体系の整備 ・見える化
専門職の見える化 (参照 :下記、キヤリアパス プ ロジェクト)

○ 人 材育成システムの強化
各学会 団 体等で、および共同できるところは共同し、体系化と充実を推
進する。
指導者、メンターの育成 関 わり方 (育成システムに組み込む)。
自己学習 生 涯学習の位置づけ、専門医のネットワークイし、など重要事項

O キ ヤリアパスの情報発信
「キャリアパス プ ロジェクトJ

キヤリアバス、ロールモデルの可視化、情報発信

○ 専 門医制度における共通基盤と専門分化
社会医学系の共通基盤を強化しつつ、
多くの領域における専門性 (サブスペシャリテイ)を 促進する。

O 中 長期を臨む計画 ・実行と専門医制度の社会的貢献
可能なところから始め、中長期計画で一貫性をもつて進める。
社会医学系の専門医制度の社会的貢献を、社会により見えるようにしていく。
次第に、制度を充実させていく。
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提言 :社会医学領域の専門医制度の確立について

く社会医学領域の専門医の必要性〉

社会医学は、人々の疾病を予防し、健康を維持 ・増進するために、これまで大 きな役

割を果たしてきた。具体的には、医学をベースとして科学的なエビデンスを創出して社

会に適用 し、地域 ・職域や国レベルの集田とシステムに働きかけ、健康な生活 ・行動様

式の推進、安全な環境の保持、医療提供システム等の構築に貢献 し、人々の健康増進、

疾病の予防や回復、平均寿命や健康寿命の廷伸、安心と安全の保持の達成に必須の大 き

な役割を呆たしてきた。

日本国憲法25条に規定 される国の責務たる 「すべての生活部面について、社会福祉、

社会保障及び公衆術生の向上及び増進に努める」の実践の主役 として、医師法第一条で、

医師は公衆衛生の向上及び増進に寄与するものとして位置づけられているように、上記
の社会医学的活動の推進には、医学の専門性に基づ く医師のリーダーシップは必須であ

る。

今後 も、社会医学に使命感 と熱意のある医師が、社会医学領域での専門性を高めて、

本領技をさらに発展させていくことが社会的に求められている。そのためには、社会医

学領域の専門医制度の確立が必要となる。

社会医学は、医学を共通基盤とし、臨床医学が病める個人へのアプローチを中心とす

るのに対 し、実践的な個人へのアプローチを有 しながらも、広範な健康 レベルを有する

集田や社会システムヘのアプローチを中心 とする特徴を有 している。また医学に留まら

ず、科学全体やさらに経営管理等の人文系にわたる広範な学問体系を応用 して理論 と実

践の両面から保健 ・医療 ・福祉 ・環境 とそれらとの社会のあり方を追求する学問である。

従つて、社会医学を担 う上での専門性を維持 ・向上させるためには、臨床専門医制度19

領域 とは一部共通点を有するものの、独自の評価 ・向上システムをもって、社会医学領

域の専門医制度を構築するべきである。

※ 医 師法 第一条 「医師は、医療及び保使指導を体ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄

与し、もつて国民の使療な生活を確保するものとする。」

(ちなみに、
“
公衆術生

"は
、憲法25条で明示的に位置づけられている。)

米栄 た だし、社会医学領域の中には、臨床専門医の19領域のいずれかと重複したり、横並びの新領

域と位置付けられるものも、ありうる。(例:産衆医学の領域など)

(社会医学領域の専門医制度の基本〉
社会医学領域の専門医制度は、以下を基本とする。

一、専門医の質を保証し、その質をさらに向上させる制度であること。
一、国民に信頼され、医療および公衆衛生の向上に貢献する制度であること。

(公の資格として広く認知されることが、国民の信頼の前提となる。)
一、人々の健康と命を預かるプロフェッショナルである医師が、使命感、倫理性、誇り

と公共への責任をもって、自律的に運営する制度であること。
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く社会医学領域の専門医に求められる基礎的能力〉
社会医学領域の専門医には、医学に関する専門的知識 ・技術を基盤として、保健 ・医

療 ・福祉 ・環境とそれらの社会との関係に対する広範囲にわたる専門知識 ・技術を要し、

問題解決を実現する以下の能力が求められる。

○ 分 析評価能力

○ マ ネージメント・管理能力

○ コ ミュニケーション能力

○ パ ートナーシップの構築能力

○ 教 育 ・指導能力

○ 職 乗倫理に関連する能力
(以上、日本公衆術生学会専門職検討委員会資料 (2007似∞)よ り)

○ 国 民の健康 (公衆術生)お よび公共の利益に資する解決方策の提案能力

く人材像 ・活躍する領ゆ
社会医学領域の専門医が基礎的能力の上にさらに領域固有の専門性

'を
発揮して活躍

する領城は以下のタロくである。
・
社会医学領域は広く、上記の基礎的能力の上に領域毎の専門性、即ち、各サブスペシャリテイが

構築されている。

○ 地 域や国の保使 。医療 ・福祉 ・環境行政に携わる人材
○ 環 境行生、衛生研究所 ・環境研究所等の研究に携わる人材

○ 感 染症対策等に携わる人材

○ 産 業術生など職域集団の健康維持 ・増進を担う人材、産業医
○ 大 学等で研究 ・教育を担い、地域や国の保健 。医療 ・福祉 ・環境保全の活動、制

度やシステムに携わる人材

○ 国 際保健 (コミュニティヘルス、国のシステム)に 携わる人材 (国際機関、NGO、
コンサルタントなど)

○ 保 健 医 療 ・福祉などの組織管理、質 ・安全の管理、情報管理を担う人材、それ

らの評価 ・向上を担う人材、それらに関わる政策づくりに携わる人材
○ 保 健 ・医療 ・福祉 ・環境分野における関連研究開発 (臨床研究含む)と 開発物の

社会実装、およびその過程の制度的側面 ・倫理的側面の評価 ・支援 ・指導に携わる

人材

○ 医 療 ・健康の関連産業 ・企業等に関わる人材など

く共同 ・協働する関連学会、関連団体〉(順不同)
日本術生学会
日本産業衛生学会
日本公衆衛生学会

日本疲学会

日本医療 ・病院管理学会

日本医療情報学会
全国保使所長会

地方術生研究所全国協議会
全国術生部長会
全国機関 術 生学公衆衛生学教育協議会
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